
 

7-3 独禁法に関する委員会  

 

1. 位置づけ 

本委員会は、コンプライアンスの重要性を考慮

して会長が委員長となり、副会長、常任理事、専

務理事に各支部長を加えた 17 名の委員で構成さ

れている。本委員会の目的は｢独占禁止法等遵守の

ための行動計画｣を推進することであり、実務につ

いては総務部会の下部組織である「コンプライア

ンス委員会（町田聡委員長）」が担当している。 

 

2. 改正独占禁止法の概要 

独占禁止法（正式名称は「私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律」）は昭和 22 年、当

時の占領軍による指導の下に、「国の繁栄と民主

主義の基礎は公正で自由な競争に基づく経済活動

にある」として、公正で自由な経済競争の実現を

目指して制定された。その後、国際社会に占める

日本経済の重みが増すにつれ、国際的にも通用す

る競争原理の強化が図られ、独占禁止法は強化さ

れてきた。 

独占禁止法は、直近では平成 25 年 12 月に改正

され、平成 27 年 4月 1日に施行された。この改正

のポイントは以下の 4点である。 

① 公正取引委員会が行う審判制度を廃止すると

ともに、審決に係る抗告訴訟の第一審裁判権が

東京高等裁判所に属するとの規定を廃止する。 

② 裁判所における専門性の確保等を図る観点か

ら、排除措置命令等に係る抗告訴訟については、

東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、東

京地方裁判所においては，3人又は 5人の裁判

官の合議体により審理及び裁判を行うことと

する。 

③ 適正手続の確保の観点から、排除措置命令等に

係る意見聴取手続について、予定される排除措

置命令の内容等の説明、証拠の閲覧・謄写に係

る規定等の整備を行う。 

④ その他所要の改正を行う。 

独占禁止法に関する法律としてはこのほか、独

占禁止法の特別法として昭和 31 年に「下請け代金

支払遅延等防止法（下請法）」が制定され、また

平成 25年 6月には「消費税転嫁対策特別措置法」

が制定され同年 12 月に公布されている。 

 

3.独占禁止法に係わる平成 28 年度の状況 

平成 28 年度、建設業界において 2件の違反事案

に対する審判が下された。いずれも東日本大震災

に係る舗装災害復旧工事の入札における独占禁止

法第 3条（不当な取引制限の禁止）違反である。 

平成 28 年 9月 6 日、東日本高速道路株式会社東

北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復

旧工事（震災により被災した高速道路の舗装本復

旧工事）の入札参加業者において、20 社が受注価

格の低落を防止する目的で受注予定者を決定し入

札における競争を実質的に制限していたとして排

除措置命令を受け、そのうち 11 社に対して合計

14 億 951 万円の課徴金命令が出された。 

また平成 28年 9 月 21 日には、東日本高速道路

株式会社関東支社が発注する東日本大震災に係る

舗装災害復旧工事の入札においても、8 社におい

て同様の違反があり、8社が排除措置命令を受け、

うち5社が合計4億8029万円の課徴金納付命令を

受けた。 

建設分野に限らず独占禁止法違反事件が後を絶

たない状況の中、全国の都道府県および政令市で

は、違反に対する制裁措置に関連した指名停止措

置要領等の改定が行われており、制裁措置は強化

される傾向が続いている。 

 

4. 委員会活動 

当協会では、独占禁止法遵守の方針を掲げ、会

員企業にその重要性を訴えてきている。 

コンプライアンス体制の強化、とりわけ独占禁

止法遵守へ向けた活動は、業界全体のイメージに

直結するものであり国民の関心も非常に高く、今

後も協会全体としてコンプライアンス活動の推進

に注力していく必要がある。 

 

（独禁法に関する委員会委員長 長谷川 伸一） 


